
向日市上下水道部下水道課からのお知らせ

下水道排水設備指定工事業者のみなさまへ

「向日市公共下水道条例の一部」が令和２年７月1
日から施行されることに伴い、排水設備確認申請
審査等手数料の納付が必要になります。

区 分
排水設備確認申請審査等手
数料

便器が３個以下の場合

（便器を設置しない場合を含む。）

１申請につき

５，７００円

便器が１個増すごとに
４００円

◆問い合せ先
向日市上下水道部営業課・下水道課

TEL：０７５－９３１-１１１１（代表）

向日市公共下水道条例施行規程の定めにより、確認申請書の様式が変更となっておりますの
で、今後の申請にあたっては様式の変更をお願いします。

申請例２ 集合住宅

計６戸の集合住宅

各戸に便器が１個の場合
３個分 ５，７００円
残り３個分については
４００円×３個＝１，２００円

合計 ６，９００円

申請例１ 個人宅

１階に便器１個

２階に便器１個の場合

申請手数料 ５，７００円

加算便器なし

合計 ５，７００円

便器が３個までであれば１個でも５，７００円

の手数料が必要となります。

申請手数料 ５，７００円

加算便器 ６個－３個＝３個
４００×３個＝１，２００円

合計 ６，９００円



排水設備計画工事確認申請書（様式第１号）の様式変更について

便器の数を記入してください。

向日市公共下水道条例施行規程の定めにより、排水設備計画工事確認申請書（様式
第１号）が下記の様式に変更されました。（令和２年４月１日告示）
今後の申請にあたっては、様式の変更をお願いします。

また、令和２年７月から排水設備確認申請審査等手数料の納付が必要となりますので、
手数料の根拠となる便器の数を記入して下さい。

枠内を記入してください。

様式第１号は、本市のホームページ
からダウンロードできます。

◆問い合せ先
向日市上下水道部営業課・下水道課 TEL：０７５－９３１-１１１１（代表）


